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【助成金】業務改善助成金

生産性向上に資する設備投資等を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引
き上げた場合、設備投資等の費用の一部について助成を受けられます。

賃上げと設備投資に対応予定の中小企業のみなさま、
この機会にぜひ業務改善助成金をご活用ください！

県内でも多数の利用実績があります！

事業内容
設備投資等の

内容
導入前の状況 導入の効果

飲食業 自動ゆで麺機

麺をゆでる際、時間を計り、麺を湯か
ら上げて手で湯きりをする必要がある
ため、鍋から離れられず、生産性向上
への課題となっていた。

自動ゆで麺機の導入により、麺をゆでる作業にかかっていた時間、
１日あたり６時間が大幅に短縮された。生産性向上が実現できた。
また、慣れていない従業員でも作業ができるため、そういった点
からも作業効率がアップしていると思われる。

美容業
高性能デジタ
ルパーマ

従来のデジタルパーマは作業に時間を
要していた。

従来のデジタルパーマに比べて性能が向上した高性能デジタル
パーマを導入したことで、作業時間は従来の手作業による時間と
比較して、概ね半分以下となり大幅に短縮することができた。

活用事例 ～長崎労働局「業務改善助成金 助成事例100」より～

■長崎県の最低賃金は、令和７年12月１日から、時間額1,031円になります。

※R7.9.5～R7.11.30までに引き
上げる場合は、計画の事前提出を
省略できます。

https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/jirei-25092602.xlsx


助成の対象事業場や助成の上限額・助成率などは、以下のとおりです。

★業務改善助成金の申請に当
たり、賃金の引上げは令和７
年11月30日（最低賃金改定
日の前日）までに行い、設備
の納品・支払を令和８年１月
31日までに完了する必要があ
ります。
その他、業務改善助成金の交
付要綱や申請手続の詳細につ
いては、厚生労働省ホーム
ページをご確認ください。

★業務改善助成金以外にも、
賃金引上げの支援策がありま
す。まずは早見表をチェック
して、自社の取組に合った支
援策をご活用ください。

★各種助成金の申請でお困り
の場合は、長崎働き方改革推
進支援センターへお気軽にご
相談ください！

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E7%AD%89
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E7%AD%89
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/hayami-25061304.pdf
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/nagasaki/
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/nagasaki/
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